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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ表示装置、特に塗布によって有機層
が形成される有機ＥＬ表示装置において、同一基板内で
の有機物眉の塗り分けを可能にし、外部電極取り出し部
分、封止用接着領域の確保、さらには異なる発光色を持
つ有機ＥＬ素子を同一基板内に配置するカラー化プロセ
スにおいて、新規なプロセスを提供する。
【解決手段】  基板と、この基板上に形成された第１の
電極と、少なくとも発光機能に関与する１種類以上の有
機層と、この有機層上に形成された第２の電極とを有
し、前記有機層の少なくとも１層が塗布法により形成さ
れ、かつリフトオフ法によりパターニングされている構
成の有機ＥＬ表示装置および製造方法とした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と、この基板上に形成された第１の
電極と、少なくとも発光機能に関与する１種類以上の有
機層と、この有機層上に形成された第２の電極とを有
し、
前記有機層の少なくとも１層が塗布法により形成され、
かつリフトオフ法によりパターニングされている有機Ｅ
Ｌ表示装置。
【請求項２】  前記リフトオフ法に用いられたパターニ
ング材料は、フッソ系の材料である請求項１の有機ＥＬ
表示装置。
【請求項３】  前記パターニングされ有機層が除去され
た領域が、少なくとも外部電極取り出し部分、または封
止用接着領域である請求項１または２の有機ＥＬ表示装
置。
【請求項４】  前記パターニングされ有機層が残存して
いる領域が、発光領域である請求項１～３のいずれかの
有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】  基板と、この基板上に形成された第１の
電極と、少なくとも発光機能に関与する１種類以上の有
機層と、この有機層上に形成された第２の電極とを有す
る有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
前記有機層の少なくとも１層を塗布法により形成し、か
つリフトオフ法によりパターニングする有機ＥＬ表示装
置の製造方法。
【請求項６】  前記リフトオフ法に用いられるパターニ
ング材料は、フッソ系の材料であり、これをフッソ系溶
媒に溶解する請求項５の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記パターニングされ有機層が除去され
た領域が、少なくとも外部電極取り出し部分、または封
止用接着領域である請求項５または６の有機ＥＬ表示装
置の製造方法。
【請求項８】  前記パターニングされ有機層が残存して
いる領域が、発光領域である請求項５～７のいずれかの
有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項９】  請求項５記載の工程を繰り返すことによ
り、異なる発光色を有する有機ＥＬ素子が同一基板内に
形成される有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、塗布法により有機
層を形成することを特長とする有機ＥＬ表示装置に関
し、更に詳細には、有機ＥＬ材料に対して不活性な材
料、溶媒を用いたリフトオフ法により選択的に有機物を
配置するプロセスに関する。
【０００２】
【従来の技術】特開昭５９－１９４３９３号公報に記載
されているように、真空蒸着法を用いた積層型有機ＥＬ
素子の開発以来、有機ＥＬディスプレイの開発が盛んに
行われ、実用化レベルの素子が作成され、現在実用化さ
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れつつある。
【０００３】一方で、特表平４－５００５８２号公報に
記載されているような、塗布法による素子の形成技術の
開発以来、塗布方法による有機ＥＬ素子の開発も盛んと
なり、蒸着法による素子と遜色ない特性が得られるよう
になった。
【０００４】ところで、有機ＥＬ素子をデバイス化する
ためには、回路へ接続するための電極取り出し部分、素
子を低湿度下に保つ封止を行うための接着領域等、有機
ＥＬ材料が形成されていない領域の確保が必要になって
くる。
【０００５】真空蒸着法を用いた積層型有機ＥＬ素子で
は、カラー化プロセスと同様にメタルマスク蒸着により
精度良く、蒸着部分、非蒸着部分の塗りわけを行う事が
可能である。一方、塗布方法を用いて作成する有機ＥＬ
素子においては有効な手法がなく、インクジェットを応
用したもの以外、塗り分け方法に関する報告もほとんど
無い。
【０００６】また、有機ＥＬ素子を用いてカラー化デバ
イスを用いる場合には、異なる発光色を持つ素子を同一
基板内に配置しなければならない。真空蒸着法による積
層型有機ＥＬディスプレイでは、メタルマスクを介した
蒸着により繊細なパターン状に各素子を配置する事が可
能となり、すでに’９９エレクトロニクスショーにおい
て、数社からフルカラーディスプレイとして発表されて
いる。
【０００７】一方で、塗布を用いた有機ＥＬ素子のカラ
ー化に関しては、決定的な方法が無いのが現状である。
唯一、ＳＩＤ９９  ＤＩＧＥＳＴ（１９９９）３７２に
より、インクジェット方式により材料を塗り分けたフル
カラーディスプレイが発表されてはいるが、飛行曲がり
によるインクの着弾精度の問題、塗布量のむらによるド
ットサイズの問題が解決されていない。また、基本的に
少量のインクを塗布するプロセスのため、パートカラー
ディスプレイの様な比較的大きな面積を持つ画素に塗布
すると、むらが生じてしまうという問題がある。
【０００８】他に考えられる未塗布部分の形成方法とし
て、単純に粘着シートにてマスクしておき、有機材料の
塗布後にこのシートをはがす手法が考えられるが、この
方法では、基板上に形成した絶縁膜、陰電極分離用の隔
壁等の内部構造をも同時に剥離してしまうため実用に耐
えられない。また、発光層の塗り分けに用いるには精度
が悪すぎる。
【０００９】また、有機層塗布後に粘着シートを用いて
有機膜をはがす手法でも、同様に内部構造の破壊、精度
の悪さの問題が生じる。
【００１０】無機ＥＬ等で良く用いられる、レジストを
用いたリフトオフ法では、リフトオフの際に、溶媒が同
時に必要な有機層をも剥がしてしまうため、目的を達す
ることができなかった。
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【００１１】これまで、有機層に影響を与えないリフト
オフ法としては、特開平１０－２６１４８６号公報、特
開平１０－２６１４９０号公報等によりフッ素系の樹脂
を用いた対向電極分離方法が示されているが、有機ＥＬ
表示装置の有機層をパターニングするために用いられた
例は無い。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、有機
ＥＬ表示装置、特に塗布によって有機層が形成される有
機ＥＬ表示装置において、同一基板内での有機層の塗り
分けを可能にし、外部電極取り出し部分、封止用接着領
域の確保、さらには異なる発光色を持つ有機ＥＬ素子を
同一基板内に配置するカラー化プロセスにおいて、新規
なプロセスを提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】すなわち上記目的は、以
下の構成により達成される。
（１）  基板と、この基板上に形成された第１の電極
と、少なくとも発光機能に関与する１種類以上の有機層
と、この有機層上に形成された第２の電極とを有し、前
記有機層の少なくとも１層が塗布法により形成され、か
つリフトオフ法によりパターニングされている有機ＥＬ
表示装置。
（２）  前記リフトオフ法に用いられたパターニング材
料は、フッソ系の材料である上記（１）の有機ＥＬ表示
装置。
（３）  前記パターニングされ有機層が除去された領域
が、少なくとも外部電極取り出し部分、または封止用接
着領域である上記（１）または（２）の有機ＥＬ表示装
置。
（４）  前記パターニングされ有機層が残存している領
域が、発光領域である上記（１）～（３）のいずれかの
有機ＥＬ表示装置。
（５）  基板と、この基板上に形成された第１の電極
と、少なくとも発光機能に関与する１種類以上の有機層
と、この有機層上に形成された第２の電極とを有する有
機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記有機層の少な
くとも１層を塗布法により形成し、かつリフトオフ法に
よりパターニングする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（６）  前記リフトオフ法に用いられるパターニング材
料は、フッソ系の材料であり、これをフッソ系溶媒に溶
解する上記（５）の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（７）  前記パターニングされ有機層が除去された領域
が、少なくとも外部電極取り出し部分、または封止用接
着領域である上記（５）または（６）の有機ＥＬ表示装
置の製造方法。
（８）  前記パターニングされ有機層が残存している領
域が、発光領域である上記（５）～（７）のいずれかの
有機ＥＬ表示装置の製造方法。
（９）  請求項５記載の工程を繰り返すことにより、異
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なる発光色を有する有機ＥＬ素子が同一基板内に形成さ
れる有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【００１４】
【作用】有機ＥＬ素子は、有機材料を用いたデバイスで
ありほとんどの有機溶剤によって侵食を受けてしまう。
溶解性が低く解けにくい有機溶媒を用いても膜質の変化
等により所望の特性を得る事が出来なくなってしまう。
また、水分に対して非常に敏感であり、水分により容易
に破壊が進行してしまう。このため、通常のフォトリソ
グラフイーのようなプロセスを通すことができず、有機
層のパターニングは非常に困難であった。
【００１５】ところで、有機ＥＬ素子をデバイス化する
ためには、駆動回路等へ接続する為の電極取り出し部
分、素子を低湿度下に保つ封止を行う為の接着領域等、
有機ＥＬ材料層が形成されていない領域の確保が必要で
ある。真空蒸着法を用いた積層型有機ＥＬ素子では、マ
スク蒸着により精度よく、蒸着部分、非蒸着部分の塗り
分けを行うことが可能であったが、塗布方法を用いて作
成する有機ＥＬ素子においては有効な手法が無いのが現
状である。
【００１６】また、有機ＥＬ素子を用いてカラー化デバ
イスを用いる場合には、異なる発光色を持つ素子を同一
基板内に配置しなければならない。真空蒸着法を用いた
積層型有機ＥＬ素子では、同様にマスク蒸着により精度
良く、蒸着部分、非蒸着部分の塗り分けを行うことが可
能であったが、塗布方法を用いて作成する有機ＥＬ素子
においては有効な手法がなく、デバイスにする際に真空
蒸着系に比べて不利な要素が多かった。
【００１７】この問題について本発明者が検討を重ねた
結果、有機ＥＬ材料に対して不活性な溶媒、具体的には
フッ素系の溶剤を用いたリフトオフ法により解決するこ
とが可能であることを見いだした。フッ素系の材料は真
空蒸着により薄膜化が可能であり、この薄膜上に有機物
を塗布した後、フッ素系の溶剤中で上部の有機物ごとフ
ッ素系の材料を除去することにより、有機材料の非塗布
部を形成できる。フッ素系の材料はメタルマスクを介し
た蒸着法により形成されるため、塗布を用いた有機ＥＬ
素子においても積層型有機ＥＬ素子と同等の精度で塗布
部、非塗布部の塗り分けが可能となる。
【００１８】また、フッ素系材料によるリフトオフ層は
通常のフォトリソグラフィーによっても形成できる。こ
の場合は、フッ素系材料層上にフォトレジスト膜を形成
した後、レジストを露光、現像し、各種エッチング法に
よりフッ素系材料層を剥離しておけばよい。有機ＥＬ材
料塗布後には、同様にフッ素系溶剤にを用いて、有機Ｅ
Ｌ材料、レジスト膜を同時に除去可能である。その外に
は、感光性のフッ素樹脂を用いてもよい。
【００１９】同様な手法を用いることにより、異なる発
光色を持つ有機ＥＬ素子を同一基板内に配置することも
可能となる。具体的には、フッ素系の材料を真空蒸着に
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より薄膜化しておき、この薄膜上に有機物を塗布した
後、フッ素系の溶剤中で上部の有機物ごとフッ素系の材
料を除去する事により、非塗布部を形成できる。フッ素
系の材料はメタルマスクを介した蒸着法により形成され
るため、塗布を用いた有機ＥＬ素子においても積層型有
機ＥＬ素子と同等の精度で塗布部、非塗布部の塗り分け
が可能となる。この手法により塗布を用いた有機ＥＬ素
子においても積層型有機ＥＬ素子と同等の精度で塗布
部、非塗布部の塗り分けが可能となる。
【００２０】さらに、この工程を青、緑、赤の各有機Ｅ
Ｌ材料について行うことによりカラー化が可能となる。
最初に形成された有機ＥＬ材料層は、その後の工程で、
フッ素系の溶媒以外には触れないため、劣化することは
ない。
【００２１】また、フッ素系材料によるリフトオフ層の
形成は、感光性のフッ素樹脂を用いるなど、他の手法を
用いてもよい。
【００２２】
【発明の実施の形態】本発明の有機ＥＬ表示装置は、基
板と、この基板上に形成された第１の電極と、少なくと
も発光機能に関与する１種類以上の有機層と、この有機
層上に形成された第２の電極とを有し、前記有機層の少
なくとも１層が塗布方法により形成され、かつリフトオ
フ法によりパターニングされているものである。
【００２３】このように、塗布法により有機層を形成
し、かつパターニングにリフトオフ法を用いることによ
り、塗布法により形成された有機層でも、メタルマスク
を用いた蒸着法と同様にパターニングすることが可能と
なり、極めて容易に有機層を形成し、パターニングする
ことができる。しかも、パターニングに用いられるパタ
ーニング材料は、好ましくは有機層と不活性なフッソ系
の材料とフッソ系溶媒を用いているので、有機層へのダ
メージを極力抑えることができる。
【００２４】パターニング材料としては、有機材料と不
活性なフッ素系材料が好ましい。具体的には、(1) ポリ
クロロトリフルオロエチレン，ポリジクロロジフルオロ
エチレン，クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフ
ルオロエチレンとの共重合体等のフッ素化ポリオレフィ
ン、(2) テトラフルオロエチレンと下式
【００２５】
【化１】

【００２６】によって示される化合物との共重合体等の
フッ素化環状ポリオレフィン、(3) テトラフルオロエチ
レンとパーフルオロアリルビニルエーテルとの共重合
体，クロロトリフルオロエチレンとパーフルオロアリル
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ビニルエーテルとの共重合体，テトラフルオロエチレン
とパーフルオロアルキルビニルエーテルとの共重合体，
クロロトリフルオロエチレンとパーフルオロアルキルビ
ニルエーテルとの共重合体等のフッ素化ポリエーテル、
および(4) フッ素化ポリシロキサン、などのフッ素系樹
脂が挙げられる。これらの樹脂の中でも、テトラフルオ
ロエチレンと炭素数が４～８のパーフルオロアリルビニ
ルエーテルとの重合体や、テトラフルオロエチレンと炭
素数が４～８のパーフルオロアルキルビニルエーテルと
の共重合体が好ましい。
【００２７】より具体的には、2,2-ビス(トリフルオロ
メチル)-4,5-ジフルオロ-1,3-ジオキソール/テトラフル
オロエチレン 共重合体（2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,
5-difluoro-1,3-dioxole/tetrafluoroethylene copolym
er ）、市販されているものとして、旭硝子社製：商品
名サイトップＣＴＸ８０９Ａ等を挙げることができる。
蒸着が可能であることから特に、2,2-ビス(トリフルオ
ロメチル)-4,5-ジフルオロ-1,3-ジオキソール/テトラフ
ルオロエチレン 共重合体は好ましい。
【００２８】パターニング材料を溶解させるための溶媒
は、有機ＥＬ素子の有機層（発光層）に使用されている
有機材料の溶解度が０．００１％以下のものが特に好ま
しく、その具体例としては次のフッ素化炭化水素が挙げ
られる。すなわち、直鎖状パーフルオロアルカン（動粘
度が０．１～１ｃＳｔ程度のもの）等のフッ素化低級パ
ラフィン（炭素数が５０以下のもの）や、パーフルオロ
アミン等のフッ素化低級アミン（炭素数が２０以下のも
の）、パーフルオロポリエーテル（分子量が１０００～
１００００程度のもの）等のフッ素化ポリエーテルなど
が挙げられる。また、フッ素化シリコーンオイルを上記
の溶媒として用いることもできる。より具体的には、住
友スリーエム社製フロリナート、ダイキン社製デムナム
Ｓ２０等を挙げることができ、特に沸点が１００℃以下
のものが取り扱いやすく好ましい。
【００２９】パターニング層は、少なくとも塗布法によ
り形成される有機層形成前に形成される。パターニング
層の形成には、蒸着法、特にマスク蒸着法が好ましい。
【００３０】また、この他に剥離層の材料となる樹脂層
を形成することができるコーティング液（プレポリマー
をも含めるものとする。）を調製し、このコーティング
液を用いたスピンコート法，ディッピング法，バーコー
ト法等の方法によって形成することもできる。この場
合、この未硬化の樹脂層を熱や紫外線等によって硬化さ
せて、パターニング層の材料となる樹脂層を得る。この
後、この樹脂層をリソグラフィー，レーザービーム加
工，電子線ビーム描画等の方法によって所望の形状にパ
ターニングすることによって、目的とするパターニング
層を得ることができる。
【００３１】パターニング層の膜厚としては、好ましく
は１０～３００nm、より好ましくは５０～２００nmであ
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7
る。パターニング層の膜厚が厚すぎるとパターニング予
定領域以外にも剥離が生じたり、パターニング層の溶解
に時間がかかり、製造工程時間が不必要に長くなる。パ
ターニング層の膜厚が薄すぎると、リフトオフが困難に
なってくる。
【００３２】有機層、特に塗布法により形成された有機
層のパターニングは、リフトオフ法により行われる。
【００３３】パターニング工程としては、先ず第１の電
極が形成された基板上にパターニング層を形成する。こ
の場合、パターニング層を真空蒸着法で形成する場合に
はマスク蒸着法により、パターニング層形成と同時に、
パターニング層のパターン形成も行うことが好ましい。
また、パターニング層を塗布法により形成した場合に
は、必要により、硬化、重合処理を行った後、パターニ
ング処理を行う。
【００３４】次いで、パターニング処理されたパターニ
ング層を有する基板上に、有機層を形成する。少なくと
も有機層の１層は塗布法により形成される。塗布法とし
ては、スピンコート法，ディッピング法，バーコート法
等の何れの方法を用いてもよい。
【００３５】有機層が形成された後、フッ素系溶媒によ
りパターニング層を溶解して有機層をパターニングす
る。パターニング層の溶解は、溶媒中に有機層が形成さ
れた基板を浸漬させればよい。溶解に要する時間として
は、パターニング層の膜厚にもよるが、通常１０sec ～
１０min 、特に１～５min 程度である。
【００３６】溶解処理を行う場合、必要により超音波照
射を行ってもよい。超音波照射を行うことにより、溶解
が促進し、ムラなく有機層を剥離することができる。
【００３７】超音波による効果は発振器と基板との距離
に依存するが、距離を一定にすれば出力強度に応じた超
音波効果を得ることができる。実際には発振器（振動
子）と基板との距離は２０cm以下、好ましくは１０cm以
下にすれば問題ない。
【００３８】発振器の出力としては、特に限定されるも
のではないが、通常１００～１０００Ｗ程度である。発
信周波数は、３０～５０ｋHz程度である。
【００３９】パターニングされ有機層が除去される領域
は、少なくとも外部電極取り出し部分、または封止用接
着領域であり、必要により予定発光色以外の発光層や、
配線電極部分等の非発光領域も除去される。外部電極取
り出し部分から有機層を除去することにより配線を確保
することができ、封止用接着領域から有機層を除去する
ことにより封止板を確実に接着固定することができる。
【００４０】上記のパターニング工程は、複数の有機層
に対して複数回行ってもよい。パターニング工程を複数
回行うことにより、例えばＲ、Ｇ、Ｂ等の塗り分けが可
能となる。
【００４１】また、必要により電荷注入層などの有機
層、あるいは無機層を蒸着法により形成してもよい。 *
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*【００４２】次いで、有機層が形成され、パターニング
された基板上に第２の電極を形成、パターニングする。
さらに、必要により配線電極を形成し、封止して表示装
置が得られる。
【００４３】本発明において、有機層を形成するための
有機材料としては、一般に有機ＥＬ素子に用いられてい
るような蛍光材料、電荷輸送材料（電子輸送性材料とホ
ール輸送性材料の総称である）などを用いることができ
る。
【００４４】例えば、溶解性の高い高分子蛍光体を用い
た発光層や、高分子蛍光体と電荷輸送材料との混合発光
層、あるいはこのような発光層と電子注入電極（陰電
極）との間に電子注入輸送性材料を含有する電子注入輸
送層を有していたり、発光層とホール注入電極の間にホ
ール注入輸送性材料を含有するホール注入輸送層を有し
ていてもよい。また、これら電子注入輸送層、ホール注
入輸送層に代えて、無機材料による高抵抗の電子注入輸
送層や、ホール注入輸送層を有していてもよい。
【００４５】このような高分子蛍光体としては、ポリエ
チレンジオキシチオフェンポリスチレンサルフォネート
（Polyethlene dioxytiophene polystyrene sulphonate
 ：PEDOT/PSS)、ポリビニルカルバゾール（ＰＶＫ）、
金属フタロシアニン化合物、ポリアニリン／ポリスチレ
ンサルフォネート（Ｐａｎｉ／ＰＳＳ）、下記構造のポ
リパラフェニレンビニレン誘導体（ＰＰＶ誘導体）、
【００４６】
【化２】

【００４７】および下記構造のポリアリルフルオレン誘
導体のいずれか、または混合物を挙げることができる。
【００４８】
【化３】

【００４９】金属フタロシアニン化合物としては特に制
限はなく、公知のいずれであってもよい。中心金属とし
てはＣｕ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｐｄ
などが挙げられ、Ｃｕ、Ｚｎが好ましく、特にＣｕが好
ましい。
【００５０】また、発光層は１層であっても２層以上あ
ってもよく、発光層と電荷輸送層で複数層を形成してい
てもよい。さらに、発光層には、高分子蛍光材料以外
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9
に、下記の蛍光材料、電荷輸送性材料を含有していても
よい。また、前記高分子蛍光体および／または電荷輸送
材料を高分子化合物に分散させてもよい。
【００５１】本発明の高分子蛍光体と共に使用できる既
知の発光材料としては特に限定されないが、例えば、ナ
フタレン誘導体、アントラセンおよびその誘導体、ペリ
レンおよびその誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、
クマリン系、シアニン系などの色素類、８－ヒドロキシ
キノリンおよびその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、
テトラフェニルシクロペンタジエンおよびその誘導体、
テトラフェニルブタジエンおよびその誘導体などを用い
ることができる。具体的には、例えば、特開昭５７－５
１７８１号、同５９－１９４３９３号公報に記載されて
いるもの等、公知のものが使用可能である。
【００５２】本発明に使用することのできる電荷輸送性
材料としては、種々の電子輸送性材料、ホール輸送性材
料を用いることができ、特に限定されるものではない。
【００５３】ホール輸送性材料としては、ピラゾリン誘
導体、アリールアミン誘導体、スチルペン誘導体、トリ
フェニルジアミン誘導体等を挙げることができる。
【００５４】電子輸送性材料としては、オキサジアゾー
ル誘導体、アントラキノジメタンおよびその誘導体、ベ
ンゾキノンおよびその誘導体、ナフトキノンおよびその
誘導体、アントラキノンおよびその誘導体、テトラシア
ノアンスラキノジメタンおよびその誘導体、フルオレン
およびその誘導体、ジフェニルジシアノエチレンおよび
その誘導体、ジフェノキノン誘導体、８－ヒドロキシキ
ノリンおよびその誘導体等の金属錯体等を挙げることが
できる。
【００５５】具体的には、特開昭６３－７０２５７号公
報、同６３－１７５８６０号公報、特開平２－１３５３
５９号公報、同２－１３５３６１号公報、同２－２０９
９８８号公報、同３－３７９９２号公報、同３－１５２
１８４号公報に記載されているものなどを挙げることが
できる。
【００５６】特にホール輸送性材料としては４，４－ビ
ス（Ｎ（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ）
ビフェニル、電子輸送性材料としては２－（４－ビフェ
ニリル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，
４－オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノ
ン、トリス（８－キノリノール）アルミニウムが好まし
い。
【００５７】これらのうち、電子輸送性の化合物とホー
ル輸送性の化合物のいずれか一方、または両方を同時に
使用するとよい。これらは単独で用いてもよいし、混合
して用いてもよい。
【００５８】電荷輸送材料の使用量は、使用する化合物
の種類などにより異なるので、十分な成膜性と発光特性
を阻害しない範囲で最適な添加量を決めればよい。通
常、蛍光材料（発光材料）に対して１～４０質量％であ
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り、より好ましくは２～３０質量％である。
【００５９】また、有機層として上記の発光層以外に電
子注入輸送層、ホール注入輸送層などを有していてもよ
い。有機材料からなる電子注入輸送層、ホール注入輸送
層に用いられる電子輸送性材料、ホール輸送性材料は上
記の材料のなかから、発光層や電極等との関係で好適な
ものを用いればよい。
【００６０】上記高分子蛍光体を用いた場合の発光層の
膜厚としては０．５nm～１０μm 、好ましくは１nm～１
μm である。電流密度を上げて発光効率を上げるために
は、１０～５００nmの範囲が好ましい。なお、塗布法に
より薄膜化した場合には、溶媒を除去するため、減圧下
あるいは不活性雰囲気下、３０～２００℃、好ましくは
６０～１００℃の温度で加熱乾燥することが望ましい。
このような、加熱乾燥工程を必要とする場合、下記に示
す無機の電荷注入層を電極との間に形成することが好ま
しい。
【００６１】また、電荷注入輸送層を発光層の下層に形
成する場合、発光層の形成に加熱重合工程を要するとき
は、ある程度の耐熱性が必要となる。この場合、好まし
くはガラス転移温度が２００℃以上、より好ましくは３
００℃以上、特に３５０℃以上の化合物が好ましい。
【００６２】有機のホール注入輸送層の厚さおよび電子
注入輸送層の厚さは、特に制限されるものではなく、形
成方法によっても異なるが、通常５～５００nm程度、特
に１０～３００nmとすることが好ましい。ホールの注入
層と輸送層とを設ける場合は、注入層は１nm以上、輸送
層は１nm以上とするのが好ましい。このときの注入層、
輸送層の厚さの上限は、通常、注入層で５００nm程度、
輸送層で５００nm程度である。
【００６３】本発明の有機層形成に用いられる溶媒とし
ては、有機材料が溶解し、塗布に際して障害が生じない
ものであれば特に限定されるものではない。具体的に
は、アルコール系、炭化水素系、ケトン系、エーテル系
等一般に用いられているものを使用することができる。
なかでも、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタ
ン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレンなどが好
ましい。蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれ
らの溶媒に０．１質量％以上溶解させることができる。
【００６４】陰電極（電子注入電極）は、無機電子注入
層等の電子注入層との組み合わせでは、低仕事関数で電
子注入性を有している必要がないため、特に限定される
必要はなく、通常の金属を用いることができる。なかで
も、導電率や扱い易さの点で、Ａｌ，Ａｇ，Ｉｎ，Ｔ
ｉ，Ｃｕ，Ａｕ，Ｍｏ，Ｗ，Ｐｔ，ＰｄおよびＮｉ、特
にＡｌ，Ａｇから選択される１種または２種等の金属元
素が好ましい。
【００６５】これら陰電極薄膜の厚さは、電子を高抵抗
の無機電子注入輸送層に与えることのできる一定以上の
厚さとすれば良く、５０nm以上、好ましくは１００nm以
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11
上とすればよい。また、その上限値には特に制限はない
が、通常膜厚は５０～５００nm程度とすればよい。
【００６６】また、電子注入電極として必要に応じて下
記のものを用いてもよい。例えば、Ｋ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍ
ｇ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｚｒ
等の金属元素単体、または安定性を向上させるためにそ
れらを含む２成分、３成分の合金系、例えばＡｇ・Ｍｇ
（Ａｇ：０．１～５０at％）、Ａｌ・Ｌｉ（Ｌｉ：０．
０１～１４at％）、Ｉｎ・Ｍｇ（Ｍｇ：５０～８０at
％）、Ａｌ・Ｃａ（Ｃａ：０．０１～２０at％）、Ｌｉ
Ｆ（Ｆ：０．０１～４０at％）等が挙げられる。
【００６７】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十
分行える一定以上の厚さとすれば良く、０．１nm以上、
好ましくは０．５nm以上、特に１nm以上とすればよい。
また、その上限値には特に制限はないが、通常膜厚は１
～５００nm程度とすればよい。電子注入電極の上には、
さらに補助電極（保護電極）を設けてもよい。
【００６８】補助電極の厚さは、電子注入効率を確保
し、水分や酸素あるいは有機溶媒の進入を防止するた
め、一定以上の厚さとすればよく、好ましくは５０nm以
上、さらには１００nm以上、特に１００～５００nmの範
囲が好ましい。補助電極層が薄すぎると、その効果が得
られず、また、補助電極層の段差被覆性が低くなってし
まい、端子電極との接続が十分ではなくなる。一方、補
助電極層が厚すぎると、補助電極層の応力が大きくなる
ため、ダークスポットの成長速度が速くなってしまう等
といった弊害が生じてくる。
【００６９】補助電極は、組み合わせる電子注入電極の
材質により最適な材質を選択して用いればよい。例え
ば、電子注入効率を確保することを重視するのであれば
Ａｌ等の低抵抗の金属を用いればよく、封止性を重視す
る場合には、ＴｉＮ等の金属化合物を用いてもよい。
【００７０】電子注入電極と補助電極とを併せた全体の
厚さとしては、特に制限はないが、通常５０～５００nm
程度とすればよい。
【００７１】ホール注入電極材料は、無機ホール注入輸
送層、または有機のホール注入輸送層へホールを効率よ
く注入することのできるものが好ましく、仕事関数４．
５eV～５．５eVの物質が好ましい。具体的には、錫ドー
プ酸化インジウム（ＩＴＯ）、亜鉛ドープ酸化インジウ
ム（ＩＺＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ

2
Ｏ
3 
）、酸化ス

ズ（ＳｎＯ
2 
）および酸化亜鉛（ＺｎＯ）のいずれかを

主組成としたものが好ましい。これらの酸化物はその化
学量論組成から多少偏倚していてもよい。Ｉｎ

2
Ｏ
3 
に

対するＳｎＯ
2 
の混合比は、１～２０質量％、さらには

５～１２質量％が好ましい。また、ＩＺＯでのＩｎ
2
Ｏ

3 
に対するＺｎＯの混合比は、通常、１２～３２質量％

程度である。
【００７２】ホール注入電極は、仕事関数を調整するた
め、酸化シリコン（ＳｉＯ

2 
）を含有していてもよい。
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酸化シリコン（ＳｉＯ

2 
）の含有量は、ＩＴＯに対する

ＳｉＯ
2 
の mol比で０．５～１０％程度が好ましい。Ｓ

ｉＯ
2 
を含有することにより、ＩＴＯの仕事関数が増大

する。
【００７３】光を取り出す側の電極は、発光波長帯域、
通常４００～７００nm、特に各発光光に対する光透過率
が５０％以上、さらには８０％以上、特に９０％以上で
あることが好ましい。透過率が低くなりすぎると、発光
層からの発光自体が減衰され、発光素子として必要な輝
度を得難くなってくる。
【００７４】電極の厚さは、５０～５００nm、特に５０
～３００nmの範囲が好ましい。また、その上限は特に制
限はないが、あまり厚いと透過率の低下や剥離などの心
配が生じる。厚さが薄すぎると、十分な効果が得られ
ず、製造時の膜強度等の点でも問題がある。
【００７５】さらに、素子の有機層や電極の劣化を防ぐ
ために、素子上を封止板等により封止することが好まし
い。封止板は、湿気の浸入を防ぐために、接着性樹脂層
を用いて、封止板を接着し密封する。封止ガスは、Ａ
ｒ、Ｈｅ、Ｎ

2 
等の不活性ガス等が好ましい。また、こ

の封止ガスの水分含有量は、１００ppm 以下、より好ま
しくは１０ppm 以下、特には１ppm 以下であることが好
ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、通常
０．１ppm 程度である。
【００７６】封止板の材料としては、好ましくは平板状
であって、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明材
料が挙げられるが、特にガラスが好ましい。このような
ガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ま
しいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛アルカリガラ
ス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカ
ガラス等のガラス組成のものも好ましい。特に、ソーダ
ガラスで、表面処理の無いガラス材が安価に使用でき、
好ましい。封止板としては、ガラス板以外にも、金属
板、プラスチック板等を用いることもできる。
【００７７】封止板は、スペーサーを用いて高さを調整
し、所望の高さに保持してもよい。スペーサーの材料と
しては、樹脂ビーズ、シリカビーズ、ガラスビーズ、ガ
ラスファイバー等が挙げられ、特にガラスビーズ等が好
ましい。
【００７８】なお、封止板に凹部を形成した場合には、
スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。使用す
る場合の好ましい大きさとしては、前記範囲でよいが、
特に２～８μm の範囲が好ましい。
【００７９】接着剤としては、安定した接着強度が保
て、気密性が良好なものであれば特に限定されるもので
はないが、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ
樹脂接着剤を用いることが好ましい。
【００８０】本発明において、有機ＥＬ構造体を形成す
る基板としては、非晶質基板たとえばガラス、石英な
ど、結晶基板たとえば、Ｓｉ、ＧａＡｓ、ＺｎＳｅ、Ｚ
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ｎＳ、ＧａＰ、ＩｎＰなどがあげられ、またこれらの結
晶基板に結晶質、非晶質あるいは金属のバッファ層を形
成した基板も用いることができる。また金属基板として
は、Ｍｏ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｐｄなどを用いる
ことができ、好ましくはガラス基板が用いられる。基板
は、光取り出し側となる場合、上記電極と同様な光透過
性を有することが好ましい。
【００８１】さらに、本発明素子を、平面上に多数並べ
てもよい。平面上に並べられたそれぞれの素子の発光色
を変えて、カラーのディスプレーにすることができる。
【００８２】基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む
色変換膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコン
トロールしてもよい。
【００８３】色フィルター膜には、液晶ディスプレイ等
で用いられているカラーフィルターを用いれば良いが、
有機ＥＬ素子の発光する光に合わせてカラーフィルター
の特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すれば
よい。
【００８４】また、ＥＬ素子材料や蛍光変換層が光吸収
するような短波長の外光をカットできるカラーフィルタ
ーを用いれば、素子の耐光性・表示のコントラストも向
上する。
【００８５】また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用
いてカラーフィルターの代わりにしても良い。
【００８６】蛍光変換フィルター膜は、ＥＬ発光の光を
吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させること
で、発光色の色変換を行うものであるが、組成として
は、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成
される。
【００８７】蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高
いものを用いれば良く、ＥＬ発光波長域に吸収が強いこ
とが望ましい。実際には、レーザー色素などが適してお
り、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン
系化合物・フタロシアニン系化合物（サブフタロシアニ
ン等も含む）ナフタロイミド系化合物・縮合環炭化水素
系化合物・縮合複素環系化合物・スチリル系化合物・ク
マリン系化合物等を用いればよい。
【００８８】バインダーは、基本的に蛍光を消光しない
ような材料を選べば良く、フォトリソグラフィー・印刷
等で微細なパターニングが出来るようなものが好まし
い。また、基板上にホール注入電極と接する状態で形成
される場合、ホール注入電極（ＩＴＯ、ＩＺＯ）の成膜
時にダメージを受けないような材料が好ましい。
【００８９】光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りな
い場合に用いるが、必要のない場合は用いなくても良
い。また、光吸収材料は、蛍光性材料の蛍光を消光しな
いような材料を選べば良い。
【００９０】本発明の有機ＥＬ表示装置は、通常、直流
駆動型、パルス駆動型のＥＬ素子として用いられるが、
交流駆動とすることもできる。印加電圧は、通常、２～
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３０V 程度とされる。
【００９１】本発明の有機ＥＬ表示装置は、例えば、基
板／第１の電極（ホール注入電極）／有機層（発光層）
／第２の電極（陰電極）とが順次積層された構成として
もよいし、この逆の積層構成としてもよい。積層構成
は、たとえば、ディスプレーの仕様や作製プロセス等に
より、適宜最適なものに決定すればよい。
【００９２】本発明の有機ＥＬ表示装置は、ディスプレ
イとしての応用の他、例えばメモり読み出し／書き込み
等に利用される光ピックアップ、光通信の伝送路中にお
ける中継装置、フォトカプラ等、種々の光応用デバイス
に用いることができる。
【００９３】
【実施例】＜実施例１＞次に、図１～８を参照しつつ本
発明の有機ＥＬ表示装置の実施例について説明する。
【００９４】コーニング社製７０５９ガラス基板１上
に、ホール注入電極としてＩＴＯ透明電極２をフォトリ
ソグラフイーにより幅２mm、電極間隔１mmのストライプ
状にパターニングした。また、９０°方向の端部に取り
出し電極としてアルミ電極３を形成した（図１）。ＩＴ
Ｏ電極間にＩＴＯのエッジ部分の凹凸によるリークを防
ぐためにポリイミドを用いてエッジカバー４を作成しテ
スト用基板を作成した（図２）。
【００９５】次に、メタルマスクを用いて有機層を剥離
する領域にフッ素樹脂５（2,2-Bis(trifluoromethyl)-
4,5-difluoro-1,3-dioxole/tetrafluoroethylene copol
ymer）を真空蒸着法により２００nm形成し、リフトオフ
領域を確保した（図３）。基板を、中性洗剤、アセト
ン、エタノールの順に超音波洗浄した後、エタノール蒸
気洗浄、ＵＶ／０

3
 洗浄を行い実験に使用した。

【００９６】Polyethlene dioxytiophene polystyrene 
sulphonate (PEDOT/PSS)を水、イソプロパノールの混合
溶液からスピンコート法により５０nmの厚さに塗布し、
真空加熱乾燥後、同様にポリビニルカルバゾール（ＰＶ
Ｋ）をトルエン溶液から１００mm塗布し、有機層６とし
た。このＰＶＫ溶液中には電子輸送材料として2-(4-Bip
henylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1-3,4-oxadiazole 
(Butyl-PBD)が３質量％、ドーピング材料としてteraphe
nylbutadiene (TPB)が３ mol％含まれている（図４）。
【００９７】次いで、フッ素系溶媒（住友スリーエム社
製フロリナート）中に上記の基板を浸漬し１分間超音波
をあてることにより、上部の有機層ごとフッ素樹脂を剥
離し、電極取り出し領域、封止用接着領域を確保した
（図５）。
【００９８】次いで、メタルマスクを用いて基板上のＩ
ＴＯと９０度方向にフッ化リチウムを厚さ０．５nm、ア
ルミ電極を厚さ２００nm真空蒸着により、幅２mm、間隔
１mmのパターンで成膜し、陰電極７とした。このアルミ
電極の端部は、予め基板上に設けておいた取り出し電極
と接触する事により陰極として機能する（図６）。
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【００９９】次いで、この基板を乾燥Ｎ

2
 にて充填され

たグロープボックス中に移し、紫外線硬化型エポキシ接
着剤を塗布したコーニング７０５９ガラス８と張り合わ
せることにより封止を行い、単純マトリクス表示装置と
した（図７）。
【０１００】作成した表示装置のＩＴＯ電極をアノード
として、アルミ電極をカソードとして電界を印加するこ
とにより選択した素子を問題なく発光させることができ
た。
【０１０１】＜実施例２＞次に、図８を参照しつつ本発
明の第２の実施例について説明する。
【０１０２】エッジカバー部分まで実施例１と同様に基
板を作成した後、エッジカバー上にレジストを用いて逆
テーパー状の陰電極分離隔壁９を形成した（図８）。次
いで実施例１と同様に、フッ素樹脂層の形成、ＰＥＤＯ
Ｔ層の形成、ＰＶＫ層の形成を行った後、同様にフッ素
材脂を剥離し、電極取り出し領域、封止用接着領域を確
保した。
【０１０３】次いで、隔壁が無い領域にメタルマスクを
施し、真空蒸着法によりフッ化リチウム層を厚さ０．５
nm、アルミ電極層を厚さ２００nmに成膜した。陰電極分
離壁により分離されたアルミ電極は、予め基板上に設け
ておいた取り出し電極と接触することにより陰極として
機能する。最後に、実施例と同様にして封止を行い、単
純マトリクス表示装置とした。
【０１０４】得られた表示装置を実施例１と同様にして
駆動したところ、問題なく発光させることができた。
【０１０５】＜実施例３＞次に、図９～１４を参照しつ
つ本発明の第３の実施例について説明する。
【０１０６】コーニング社製７０５９ガラス基板１上
に、ホール注入電極としてＩＴＯ透明電極２をフォトリ
ソグラフィーによりストライプ状にパターニングした。
また、９０°方向の端部に取り出し電極としてアルミ電
極（図示せず）を形成した（図９：一部平面図である以
下図１４まで同じ）。ＩＴＯ電極間にＩＴＯのエッジ部
分の凹凸によるリークを防ぐために、ポリイミドを用い
てエッジカバー４をフォトリソグラフイーにより作成し
２mm角のＩＴＯ部分を持つテスト用基板を作成した（図
１０）。
【０１０７】次に、メタルマスクを用いて有機層を剥離
する領域に、フッ素樹脂（2,2-Bis(trifluoromethyl)-
4,5-difluoro-1,3-dioxole/tetrafluoroethylene copol
ymer）５を真空蒸着法により厚さ２００nmに形成し、リ
フトオフ領域を確保した（図１１）。基板を、中性洗
剤、アセトン、エタノールの順に超音波洗浄した後、エ
タノール蒸気洗浄、ＵＶ／０

3
 洗浄を行い実験に使用し

た。
【０１０８】スピンコート法によりポリビニルカルバゾ
ール（ＰＶＫ）をトルエン溶液から１００mm塗布し、青
色有機層６ａとした。このＰＶＫ溶液中には電子輸送材
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料として2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1-
3,4-oxadiazole (Butyl-PBD)が３質量％、青色のドーピ
ング材料としてteraphenylbutadiene (TPB)が３ mol％
含まれている。
【０１０９】次いで、フッ素系溶媒（住友スリーエム社
製フロリナート）中に上記の基板を浸漬し１分間超音波
を照射することにより、上部の有機層ごとフッ素樹脂を
剥離し、青色発光部の有機層のみを残した（図１２）。
【０１１０】次いで、上記の手法を繰り返すことにより
録色の発光ドーバントであるクマリン６を混合したＰＶ
Ｋ溶液を用いて緑色有機層６ｂを、同様に黄色の発光ド
ーバントであるＤＣＭｌを用いて黄色有機層６ｃを、オ
レンジ色の発光ドーバントであるルブレンを用いてオレ
ンジ色有機層６ｄを形成した（図１３）。
【０１１１】次いで、メタルマスクを用いて基板上のＩ
ＴＯと９０度方向にフッ化リチウムを厚さ０．５nm、ア
ルミ電極を厚さ２００nm真空蒸着により、幅２mm、間隔
１mmのパターンで成膜し、陰電極７とした。このアルミ
電極の端部は、予め基板上に設けておいた取り出し電極
と接触することにより陰極として機能する（図１４）
【０１１２】次いで、この基板を乾燥Ｎ

2
 にて充填され

たグロープボックス中に移し、紫外線硬化型エポキシ接
着剤を塗布したコーニング７０５９ガラスと張り合わせ
ることにより封止を行い、マルチカラー有機ＥＬ表示装
置とした。
【０１１３】作成した表示装置のＩＴＯ電極をアノード
として、アルミ電極をカソードとして電圧を印加するこ
とにより、同一基板上に形成された各色の素子から均一
な面発光が得られた。
【０１１４】＜比較例１＞フッ素樹脂層の形成、剥離工
程を行わない以外は、実施例１と同様に行った。この表
示装置では、外部取り出し電極と、アルミ陰電極との間
に有機層が残っていることから、コンタクトがとれず、
素子を発光させることができなかった。また、有機層と
封止用接着剤との密着がとれず、封止板が容易に剥離し
てしまった。
【０１１５】＜比較例２＞フッ素樹脂層に代えて、ポリ
イミドテープを用いて電極取り出し領域、封止用接着領
域をマスキングし、有機層の成膜後に剥離した。その外
は実施例１と同様に行った。この表示装置では、有機層
とともに、基板上に形成してあるエッジカバー部も同時
に剥離してしまった、このためＩＴＯ端部からリークが
発生し、表示装置として機能しなくなった。また、ポリ
イミドテープの粘着材が残ることにより、封止板の密着
強度を確保できなかった。
【０１１６】＜比較例３＞有機層の成膜までを比較例１
と同様に行った後、粘着テープを用いて電極取り出し領
域、封止用接着領域の有機層を剥離し、実施例１と同様
に陰電極の成膜、封止を行った。この表示装置でも、有
機層とともに、基板上に形成してあるエッジカバー部も
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同時に剥離してしまい、リークにより表示装置として機
能しなくなった。
【０１１７】＜比較例４＞エッジカバーの作成まで、実
施例１と同様に行った後、フォトレジストを用いて、塗
布、露光、現像を行うことにより電極取り出し領域、封
止用接着領域上にレジストを形成した。
【０１１８】有機層の形成後、Ｎ－メチルピロリドン溶
液によりレジスト層ごと有機層を剥離した。しかしなが
ら、有機層のみが形成された領域も同時に剥離してしま
い、表示装置を作成することができなかった。
【０１１９】＜比較例５＞エッジカバーまで実施例３と
同様に作成した後、インクジェットプリンタ（セイコウ
エプソン社製Ｍ８３０Ｃ改造品）を使用して実施例３と
同じ材料を塗布した。次いで、実施例３と同様に陰電極
の作成、封止を行いマルチカラー有機ＥＬ表示装置とし
た。
【０１２０】この表示装置では、塗布面がドットの集合
体であることから塗布したドット間に非塗布部が生じや
すく、ＩＴＯと陰電極間のリークが激しく低頻度の発光
しか得られなかった。またドット形成時に生じる膜厚の
ムラのため均一な発光が得られなかった。
【０１２１】＜比較例６＞フッ素樹脂、フッ素系溶媒の
組み合わせのかわりに、フォトレジスト、Ｎ－メチルピ
ロリドンを用いた以外は、実施例３と同様のプロセスに
て各素子の塗りわけを試みた。
【０１２２】しかしながら、Ｎ－メチルピロリドンによ
るフォトレジストの剥離時に同時にＰＶＫ層まで剥離し
てしまい、表示装置の作成には至らなかった。
【０１２３】以上の各実施例から、本発明の効果が明ら
かである。
【０１２４】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、有機ＥＬ
表示装置、特に塗布によって有機層が形成される有機Ｅ
Ｌ表示装置において、同一基板内での有機物眉の塗り分
けを可能にし、外部電極取り出し部分、封止用接着領域
の確保、さらには異なる発光色を持つ有機ＥＬ素子を同
一基板内に配置するカラー化プロセスにおいて、新規な
プロセスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図５】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図６】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図７】本発明の有機ＥＬ表示装置の第一の製造工程を
示した平面図である。
【図８】本発明の有機ＥＬ表示装置の第二の製造工程を
示した平面図である。
【図９】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程を
示した一部平面図である。
【図１０】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程
を示した一部平面図である。
【図１１】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程
を示した一部平面図である。
【図１２】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程
を示した一部平面図である。
【図１３】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程
を示した一部平面図である。
【図１４】本発明の有機ＥＬ表示装置の第三の製造工程
を示した一部平面図である。
【符号の説明】
１    基板
２    ＩＴＯ透明電極
３    アルミ取り出し電極
４    エッジカバー
５    フッ素樹脂
６    有機層
７    陰電極
８    封止板
９    陰電極分離壁

【図９】 【図１０】 【図１１】 【図１４】
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